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平 良 地 区 日 に ち 時　間 場　所 お問合せ

荷 川 取
6( 木 )、13( 木 )
20( 木 )、27( 木 )

10 時 荷川取公民館

社協 平良支所

☎ 72-3193

狩 俣
7( 金 )、14( 金 )

21( 金 )
10 時 狩俣集落センター

老 福
4( 火 )、11( 火 )、
18( 火 )、25( 火 )

10 時 平良福祉センター

西 原 ・ 下 崎
5( 水 )、12( 水 )
19( 水 )、26( 水 )

10 時 下崎公民館

城 辺 地 区

城 辺
4( 火 )、11( 火 )、
18( 火 )、25( 火 )

10 時 社協 城辺支所

社協 城辺支所

☎ 77-7930

砂 川
7( 金 )、14( 金 )、
21( 金 )、28( 金 )

10 時 社協 城辺支所

　 西 城 　

（吉田・西西・長南・上区）
3( 月 )、10( 月 )
24( 月 )、31( 月 )

10 時 社協 城辺支所

　 西 城 　

（比嘉・長北・長中・西中）
5( 水 )、12( 水 )
19( 水 )、26( 水 )

10 時 社協 城辺支所

福 嶺
6( 木 )、13( 木 )、
20( 木 )、27( 木 )

10 時 社協 城辺支所

上 野 地 区

上 野 6( 木 )、20( 木 ) 6 日 :10 時 /20 日 :14 時 上野老福センター
社協 上野支所
☎ 76-2540

下 地 地 区
上 地・ 高 千 穂 5( 水 )、19( 水 ) 5 日：10 時 /19 日：14 時 上地構造改善センター

社協 下地支所

☎ 76-2270

川 満 11( 火 )、25( 火 ) 11 日：10 時 /25 日：14 時 川満構造改善センター

嘉 手 苅・ 入 江 12( 水 )、26( 水 ) 12 日：10 時 /26 日：14 時 入江集落センター

与 那 覇 13( 木 )、27( 木 ) 13 日：10 時 /27 日：14 時 与那覇コミュニティセンター

棚 根 ・ 洲 鎌 3( 月 )、24( 月 ) 3 日：10 時 /24 日：14 時 洲鎌集落センター

来 間 4( 火 )、18( 火 ) 4 日：10 時 /18 日：14 時 来間島離島振興センター

生 き い き 教 室 日 程 表

内　容 日　に　ち 時　間 場 所・ お 問 合 せ

健　康　相　談
3（月）、10（月）

24（月）、31( 月 )
14 時〜 16 時

平良保健センター

☎ 73-4572

4（火）、11（火）、
18（火）、25（火）

14 時〜 16 時
下地保健福祉センター

☎ 76-2785

月

乳幼児健診のご案内

7

伊 良 部 地 区

伊 良 部

4( 火 )、11( 火 )、
18( 火 )、25( 火 )

14 時 仲地公民館
社協 伊良部支所

☎ 78-59733( 月 )、10( 月 )、
24( 月 )、31( 月 )

14 時 長浜多目的

池間福祉支援センター
1( 土 )、8( 土 )、15( 土 )

22( 土 )、29( 土 )
15 時 きゅ〜ぬふから舎 ☎ 75-2870

健　診 日 に ち 時　間 場　所
★ ４ ヶ 月 児 健 診 7( 金 ) 9 時〜 11 時

平良保健センター

☎ 73-4572

★ 10 ヶ 月 児 健 診 7( 金 ) 13 時〜 15 時

★ 1 歳 半 児 健 診 8( 土 )、14( 金 ) 9 時〜 11 時

★ 3 歳 児 健 診 8( 土 )、14( 金 ) 13 時〜 15 時

★ 赤 ち ゃ ん 広 場 4( 火 ) 14 時〜 16 時

み や こ じ ま

子 育 て 応 援 団
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー

事務局は                        になりました！児童家庭課内

育児の 援助を受けたい人  と  援助を行いたい人 とを結ぶ会員組織です！

ファミリーサポートセンターは

ファミリーサポート
センター

援助を受けたい人 援助を行いたい人

本部
援助の申入

登録

援助

報酬

援助の打診

登録

サポート内容 ( 子どもの預かり )
 ・保育所までの送迎

 ・学校の放課後や学童保育終了後

 ・冠婚葬祭や学校行事の際

 ・保育所の開始前や終了後

 ・保護者の病気や急用時

 ・買い物等の外出時

【お問合せ】児童家庭課

                 ☎ 73-1332

 利用料金

曜 日 / 活 動 時 間 帯 1 時 間

月 曜 〜 土 曜
7 時 〜 19 時 600 円

上 記 以 外 700 円

※ 詳 細 は 事 務 局 へ お 問 合 せ 下 さ い

加入手続きに必要なもの
 ①印鑑 ( 認印可 )

 ②父親か母親いずれかの写真

    ( 縦 2.5cm× 横 2cm)×2 枚

 ③身分証明書 ( 運転免許証、保険証 等 )

第 3 弾！経済対策                 給付金！
申請期限：平成 29 年 7 月 31 日 ( 月 ) まで　※ 消印有効

まもなく申請期限が終了します。ご注意ください！

期限が過ぎると給付できません。未申請の方には、お知らせハガキを

送付しています。はがきが届いている方はご確認ください。

【給 付 額】対象者 1 人につき 15,000 円 (※ 口座振込を基本 )

【お問合せ】平良庁舎 4 階 福祉政策課 給付金窓口　☎ 73-5450

消費税率の引上げ (5% → 8%) による影響を緩和するため、所得の低い方々を

対象に臨時福祉給付金 ( 経済対策分 ) を支給します。

カクニンジャ

対象と思われる方には、2 月下旬に申請書を送付しています。


